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第 ３ 回   熊本県議会  農林水産常任委員会会議記録 

 

平成27年９月30日(水曜日) 

            午前９時59分開議 

            午前11時52分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 平成27年度熊本県一般会計補 

正予算(第３号) 

 議案第９号 平成27年度農林水産関係の建

設事業の経費に対する市町村負担金

（地方財政法関係）について 

 議案第10号 平成27年度農地海岸保全事業

の経費に対する市町村負担金について 

 議案第11号 平成27年度県営土地改良事業

の経費に対する市町村負担金について 

 議案第50号 平成27年度熊本県一般会計補

正予算(第４号) 

 報告第26号 公益財団法人熊本県農業公社

の経営状況を説明する書類の提出につ

いて 

 報告第27号 一般社団法人熊本県野菜価格

安定資金協会の経営状況を説明する書

類の提出について 

 報告第28号 公益社団法人熊本県畜産協会

の経営状況を説明する書類の提出につ

いて 

 報告第29号 公益社団法人熊本県林業公社

の経営状況を説明する書類の提出につ

いて 

 報告第30号 公益財団法人熊本県林業従事

者育成基金の経営状況を説明する書類

の提出について 

 報告第31号 公益財団法人くまもと里海づ

くり協会の経営状況を説明する書類の

提出について 

 請第７号 台風１５号により被災した果樹

生産農家の復旧に関する請願 

 閉会中の継続審査事件（所管事務調査）に

ついて 

 報告事項 

  ①「熊本県人口ビジョン（案）」及び

「熊本県まち・ひと・しごと創生総

合 戦略（案）」について 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 浦 田 祐三子 

        副委員長 山 口   裕 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 前 川   收 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 磯 田   毅 

        委  員 岩 本 浩 治 

        委  員 大 平 雄 一 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

農林水産部 

部 長 濱 田 義 之 

政策審議監 田 中 純 二 

経営局長 田 中 信 行 

生産局長 園 田   誠 

農村振興局長 小 栁 倫太郎 

森林局長 江 上 憲 二 

水産局長 平 岡 政 宏 

農林水産政策課長 白 石 伸 一 

首席審議員兼団体支援課長 山 口 洋 一 

農地・農業振興課長 川 口 卓 也 

農地・農業振興課政策監 鳥 井   修 

担い手・企業参入支援課長 吉 野 昇 治 

流通企画課長 荒 木   亮 

むらづくり課長 村 山 直 康 

農業技術課長 下 舞 睦 哉 
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農産課長 酒瀬川 雅 士 

園芸課長 潮 崎 昭 二 

畜産課長 中 村 秀 朗 

農村計画課長 池 田 雄 一 

農地整備課長 西 森 英 敏 

技術管理課長 原   俊 彦 

森林整備課長 赤 羽   元 

林業振興課長 宮 田   修 

森林保全課長 三 原 義 之 

水産振興課長 木 村 武 志 

漁港漁場整備課長 長 井 英 治 

農業研究センター所長 松 尾 栄 喜 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議事課課長補佐 小 夏   香 

政務調査課主幹 松 野   勇 

――――――――――――――― 

  午前９時59分開議 

○浦田祐三子委員長 おはようございます。 

 ただいまから、第３回農林水産常任委員会

を開会いたします。 

 本日の委員会に７名の傍聴の申し出があり

ましたので、これを認めることにいたしまし

た。 

 次に、今回付託された請第７号について、

提出者から趣旨説明の申し出があっておりま

すので、これを許可したいと思います。 

 請第７号についての説明者を入室させてく

ださい。 

  (請第７号の説明者入室) 

○浦田祐三子委員長 説明者の方へ申し上げ

ます。各委員には、請願書の写しを配付いた

しておりますので、説明は簡潔にお願いいた

します。 

 それでは、御説明をお願いいたします。 

  (請第７号の説明者の趣旨説明) 

○浦田祐三子委員長 趣旨はよくわかりまし

た。また後でよく審査いたしますので、本日

はこれでお引き取りください。 

  (請第７号の説明者退室) 

○浦田祐三子委員長 次に、本委員会に付託

された議案等を議題とし、これについて審査

を行います。 

 議案等について執行部の説明を求めた後

に、質疑を受けたいと思います。なお、審議

を効率よく進めるため、執行部の説明は着席

のままで簡潔に行ってください。 

 それでは、農林水産部長から総括説明を行

い、続いて関係課長から順次説明をお願いい

たします。 

 

○濱田農林水産部長 それでは、着座のまま

失礼いたします。 

 初めに、先月25日の台風15号でございます

が、果樹や施設園芸など、農林水産全般にわ

たり甚大な被害をもたらしました。被害額で

ございますが、９月18日現在、農業関係で約

38億円、林業関係で約24億円、水産業関係で

約２億円、合計約65億円となっております。 

 この場をおかりしまして、被害に遭われた

方々に心からお見舞いを申し上げますととも

に、委員長を初め委員各位には、直後に被災

現場をつぶさに調査をいただき、お礼を申し

上げたいというふうに思います。 

 速やかな復旧及び農家の経営再建につきま

しては、関係の補正予算を追加提案申し上げ

ております。今後とも、国や関係市町村等と

連携を図りながら、迅速かつ的確な対応に努

めてまいります。 

 また、阿蘇中岳でございますが、９月14日

に大きな噴火がありました。農林水産部関係

では、これまで大きな被害は確認されており

ません。しかし、引き続き、警戒を怠らず、

情報収集に努めてまいります。 

 それでは、今回提案しております議案等の

概要を御説明申し上げます。 

 今回提案いたしておりますのは、一般会計

補正予算２件、市町村負担金関係３件、そし

て報告案件６件でございます。 

 このうち、まず補正予算案についてでござ
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います。 

 ２種類ございまして、１つ目は、通常分で

ございます。 

 土着天敵を活用した新たなビジネスモデル

づくりや親元就農の支援など、地方創生に関

する経費、それから梅雨前線豪雨に伴います

災害復旧に要する経費、それから阿蘇火山等

に係る防災営農施設整備計画に基づきます降

灰被害防除のための施設整備等を支援する経

費、こうしたものなどを総額22億円余の増額

補正をお願い申し上げております。 

 また、２つ目の追号分でございますけれど

も、台風15号による被災農家の経営再建に向

けたハウス施設の復旧支援、それから、経営

再開に向けた資金に係る利子補給、山地崩壊

の復旧などに要する経費など、総額11億円余

の増額補正をお願い申し上げているところで

ございます。 

 通常分と追号分を合わせまして、一般会

計、特別会計の補正後の予算総額は678億円

余となってございます。 

 次に、市町村の負担関係でございますが、

これは、平成27年度に県が実施する農林水産

関係の建設事業、これに係る経費の一部につ

いて、受益市町村の負担率を定めるための３

件の議案でございます。 

 次に、報告事案では、県出資の６法人につ

いて、経営状況を報告させていただきます。 

 以上が今回提案しております議案の概要で

ございますが、詳細につきましては、それぞ

れ担当課長から説明を申し上げますので、御

審議のほどよろしくお願いを申し上げます。

 また、その他報告事項としまして、県の人

口ビジョン、それから、まち・ひと・しごと

の創生総合戦略、これについて御報告を申し

上げたいと思います。 

 以上、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○白石農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 本日は、補正予算の説明資料を２冊用意し

ております。１冊目が、平成27年９月議会、

農林水産常任委員会説明資料(予算関係及び

条例等関係)でございます。そして、別冊で

用意しておりますのが、青い表紙の予算関係

追号分でございます。また、県が出資等を行

う６つの法人の経営状況説明資料、その他報

告資料１つをお手元に配付しております。 

 まず初めに、平成27年９月議会、農林水産

常任委員会説明資料の予算関係及び条例等関

係をお願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成27年度９月補正予算総括表(通常分)で

ございます。 

 補正額(Ｂ)欄の一番下の欄でございます。

農林水産部全体で22億6,000万円余の増額補

正で、補正後の総額は667億円余となってお

ります。 

 補正予算の詳細につきましては、各課から

説明させていただきます。 

 続きまして、18ページをお願いいたしま

す。 

 18ページの議案９号から22ページの議案11

号までは、いずれも平成27年度の農林水産関

係の建設事業につきまして、受益市町村が負

担する経費の負担率を定めるものでございま

す。 

 県が行う建設事業につきましては、法律

上、その経費について受益市町村に負担させ

ることができることとなっております。この

負担率を定めるに当たりまして、受益市町村

の意見を聞いた上で、県議会の議決を経て定

めることになっております。 

 議案につきましては、根拠法令ごとに、18

ページの議案第９号が地方財政法関係、20ペ

ージの議案第10号が海岸法関係、21ページの

第11号が土地改良法関係のものとなっており

ます。 

 各事業の負担割合は、国のガイドラインな
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どにより設定したものでございまして、受益

市町村の同意を得たものでございます。 

 続きまして、23ページをお願いいたしま

す。 

 ここから28ページまでは、県が一定割合の

出資または財務負担を行っている６つの法人

についての経営状況の報告でございます。詳

細につきましては、それぞれ担当課から説明

をさせていただきます。 

 続きまして、別冊の９月補正予算の追号関

係、青い表紙の分の資料でございます。 

 その１ページをお願いいたします。 

 平成27年度９月補正予算総括表(追号分)で

ございます。 

 追号分の補正額が追加補正額のＣ欄でござ

いますが、一番下のほうを見ていただきます

と、追号分として全体で11億円余の増額補正

で、補正後の総額は、その右欄、ＡＢＣの合

計欄ですが、678億円余となっております。 

 次に、農林水産政策課の補正予算を説明い

たします。 

 追号分の２ページをごらんください。 

 上段の農業総務費でございます。 

 農業公園費の右の説明欄をごらんくださ

い。 

 農業公園施設災害復旧事業ということで、

台風により被災した農業公園施設の復旧及び

風倒木処理に要する経費といたしまして、

270万円余を計上しております。 

 その下の段、農業研究センターの欄でござ

います。説明欄をごらんください。 

 台風により被災した農業研究センター施設

の復旧及び風倒木の処理に要する経費とし

て、2,929万円余を計上しております。 

 農林水産政策課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○山口団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 引き続き、追号資料関係の３ページをお願

いいたします。 

 経営対策資金助成費として、1,100万円余

をお願いしております。 

 これは、台風15号によります被害対策とし

て、融資を受けられる農業者に対する利子補

給や補償を受ける場合の保証料補助及び保証

を引き受ける農業信用基金協会のリスクを軽

減するための補助で、融資枞は40億円と設定

してございます。 

 あわせて、債務負担行為をお願いしており

ます。  

 下段につきましては、同じく被害対策とし

て、融資を受けられる漁業者の方に対しまし

て、農業と同様の利子補給や保証料補助、さ

らには、漁業信用基金協会のリスクを軽減す

るための補助でございまして、融資枞は１億

5,000万円を設定しております。 

 続きまして、４ページをお願いいたしま

す。 

 共同利用施設災害復旧費です。 

 これは、農協や農事組合法人が被災した共

同利用施設の復旧を行う場合の国の補助でご

ざいまして、9,300万円余をお願いしており

ます。 

 団体支援課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○川口農地・農業振興課長 農地・農業振興

課でございます。 

 平成27年９月議会、農林水産常任委員会の

説明資料の予算及び条例等関係の２ページを

お願いいたします。白表紙のやつでございま

す。 

 これにつきまして、まず、上から３段目の

農村地域農政総合推進事業費です。1,500万

円の増額補正をお願いしております。右側の

説明欄に記載していますように、地方創生先

行型交付金を活用した新規事業でございま

す。 

 本事業は、中山間地域の担い手が不足する
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地域で、地域外からの担い手の受け入れや農

地集積を進めるための経費について、市町村

等に対する助成を行うものでございます。 

 次に、最下段の農用地利用集積等推進基金

積立金ですが、140万9,000円の増額補正をお

願いしております。 

 これは、平成26年度に実施した農業委員会

の農地台帳の整備に係る経費を基金から支出

したものでございますが、事業費の確定に伴

い、執行残額を基金に返納するものでござい

ます。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 国庫支出金の返納金です。総額で2,279万

7,000円の増額補正をお願いしております。

内容につきましては、右側の説明欄をお願い

いたします。 

 １の農地中間管理機構事業の国庫返納金、

それと、２の農業公社が行う農地売買事業の

返納金、３の農業委員会が行う活動に対する

助成金、４は、市町村が策定する人・農地プ

ランを支援するための経費等でございますけ

れども、１から４いずれも事業費の確定に伴

います国への補助金返納に係る増額補正でご

ざいます。 

 農地・農業振興課としまして、最下段のと

おり、3,920万円余の増額補正をお願いして

おります。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 続きまして、報告をさせていただきます。 

 別冊の公益財団法人熊本県農業公社の経営

状況を説明する書類の提出についてでござい

ます。 

 １ページめくっていただきますと、経営状

況を簡卖に要約した裏表の紙がございます。

その資料で御説明をさせていただきます。 

 ローマ数字のⅠでございますけれども、基

本情報でございますが、１の設立目的にあり

ますように、農業公社では、農地保有合理化

や畜産基盤整備による農業経営基盤の強化、

それと、新規就農支援、農業公園の管理等を

行っております。 

 ２のこれまでの経緯ですが、昭和46年に農

地管理公社として設立され、平成24年４月１

日に公益財団法人へ移行し、名称を公益財団

法人熊本県農業公社に変更しております。 

 飛びまして、５の基本財産でございますけ

れども、基本財産は５億3,800万円余、県の

出資率は47.4％となっております。 

 ローマ数字のⅡをお願いいたします。 

 平成26年度決算の概要についてですが、会

計としまして、公益目的事業会計、収益事業

等会計及び法人会計の３会計がございます。 

 上から３段目の当期経常増減額をごらんく

ださい。 

 これは各会計の一般的な支出をあらわす欄

ですが、26年度は、３会計とも赤字となって

おります。通常は、この収益事業で黒字を出

して、それで公益事業の赤字を補塡するもの

ですが、26年度につきましては、農業公園の

魅力を高めるため、いろんな施設の導入等を

行っております。そういうことから合計で

530万余の赤字となっておりますが、これは

経常的に赤字というものではございません

で、26年度に限った特殊要因となっておりま

す。 

 次に、裏面をお願いいたします。 

 ローマ数字Ⅲの事業実績等でございます。

個別の事業実績等について御説明いたしま

す。 

 最初に、１の農地中間管理等事業について

です。 

 26年度の実績としまして、353ヘクタール

の農地を借り受け、その貸し付け実績は208

ヘクタールとなっております。 

 次に、２の農地中間管理機構の特例事業に

ついてです。 

 26年度の買い入れ面積は78ヘクタール、売

り渡し面積は86ヘクタールとなっておりま

す。 

 次に、３の畜産公共事業についてですが、
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県单部で飼料畑の造成等の事業を行っており

ます。 

 続きまして、４の新規就農支援事業につい

てです。 

 各地域の就農支援アドバイザー11名などに

よりまして、新規就農者への助言、指導、活

動を強化し、26年度では、全体で738件の相

談に対応しております。 

 最後に、５の農業公園管理運営等事業につ

いてですが、県農業公園の指定管理者とし

て、施設の管理、運営を受託しております。

平成26年度の入園者数は、対前年度比1.2％

増の47万6,000人となっております。 

 以上が公益財団法人熊本県農業公社の経営

状況についての概要でございます。 

 農地・農業振興課は以上でございます。 

 

○吉野担い手・企業参入支援課長 担い手・

企業参入支援課でございます。 

 予算関係及び条例等関係のつづり、白いほ

うでございますけれども、そちらの４ページ

をお願いいたします。 

 ３本の新規事業を計上しておりますけれど

も、いずれも多様な担い手の育成や雇用創出

等によります地方創生を目的とするものでご

ざいまして、国の地方創生先行型交付金を活

用して実施するものでございます。 

 まず１つ目ですけれども、農村地域農政総

合推進事業の中で、農業法人の広域展開支援

事業としまして530万円余を計上しておりま

す。 

 本事業は、中山間地域へ事業展開を行う県

内の農業法人の取り組みを支援することで、

進出地域の雇用創出等の活性化を図るもので

ございまして、事業展開に伴う農地整備や機

械導入、施設整備に対する助成でございま

す。 

 次に、新しい農業の担い手育成費ですけれ

ども、２事業を計上させていただいておりま

す。１つは、産地形成大規模農業参入促進事

業でございます。200万円を計上させていた

だいております。 

 本事業は、新たな産地化に取り組みます、

営農面積20ヘクタール以上というような大規

模な農業参入を支援するもので、参入法人が

行います用地造成や施設整備等に対する助成

でございます。 

 ２つ目でございます。親元就農支援事業

で、800万円余を計上いたしております。 

 本事業は、県立農業大学校に、農業の即戦

力となる親元就農者に対する充実した研修コ

ースを新設するための施設整備等に要する経

費でございます。 

 次、５ページをお願いいたします。 

 国庫支出金返納金でございます。 

 これにつきましては、経営体育成支援事業

につきまして、過年度分の同事業の事業費確

定に伴いまして、国庫支出金の余剰分を返納

するものでございます。 

 担い手・企業参入支援課は以上です。 

 

○荒木流通企画課長 流通企画課でございま

す。 

 資料は、同じ資料の６ページをお開きいた

だきたいと思います。 

 農業総務費の国庫支出金返納金といたしま

して、284万の増額補正をお願いしておりま

す。 

 これは、右の説明欄にございますように、

６次産業化ネットワーク活動交付金、これは

農林水産業者などがさまざまな方々とネット

ワークを組んで、新商品の開発ですとか、販

売促進あるいは加工販売施設等の整備などを

実施する際の国の補助事業でございますけれ

ども、その事業費の確定に伴いまして、執行

残を県を通じて国に返納するものでございま

す。 

 流通企画課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 
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○村山むらづくり課長 同じ資料の７ページ

をごらんください。 

 国庫支出金返納金、114万2,000円を計上さ

せていただいています。 

 こちらは、鳥獣被害防止総合対策交付金国

庫返納金の事業費確定に伴う精算返納金でご

ざいます。 

 以上でございます。 

 

○下舞農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 引き続き、説明資料の８ページをお願いい

たします。 

 農作物対策推進事業費、生きものと共生す

る産地育成モデル事業、地方創生先行型交付

金分でございます。 

 土着天敵を活用した病害虫防除の普及に向

けた増殖ビジネスモデルの育成等を行うため

の経費として、2,119万円をお願いしており

ます。 

 この事業では、ナスの病害について、農薬

を使わない防除法を拡大するために、農家に

配付する土着天敵の増殖を行い、あわせて土

着天敵の使用方法を指導する指導員の配置な

どを行うこととしております。 

 これにより、新たな土着天敵増殖ビジネス

等を雇用の創出につなげるとともに、環境に

優しいグリーン農業の取り組みを一層進める

こととしております。 

 農業技術課は以上でございます。よろしく

御審議のほどをお願いいたします。 

 

○酒瀬川農産課長 農産課でございます。 

 ただいまの資料の９ページをお願いいたし

ます。 

 上段部でございますけれども、１億8,000

万の補正をお願いいたしております。 

 これは、右側説明欄に記載しておりますと

おり、阿蘇山並びに桜島の降灰に備えて、お

茶の洗浄施設等を整備するための補助経費で

ございます。 

 防災営農施設整備計画に基づく国庫事業を

活用し、県、市町村連携して、施設の導入支

援を行うものでございます。 

 下段のほうでございます。 

 国庫支出金の返納金でございます。5,000

円の補正をお願いいたしております。 

 これは、経営所得安定対策推進事業費補助

金の事業費確定に伴い、国庫支出金の返納を

行うものでございます。  

 農産課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いします。 

 

○潮崎園芸課長 園芸課でございます。 

 引き続き、予算関係資料の10ページをお願

いいたします。 

 阿蘇火山の降灰対策です。 

 これまで、野菜やハウスの徐灰対策のため

に、２月や４月の知事専決及び６月補正の県

卖独事業によりまして、洗浄機器などの導入

を支援してまいりました。 

 今回の補正額２億2,800万円余は、活動火

山特別措置法に基づきまして、５月に国に提

出しました防災営農施設整備計画のうち、園

芸作物対策として、本年度実施分に必要な予

算でございます。 

 今回は、国庫事業を活用いたしまして、阿

蘇市、高森町を対象地域に、ビニールハウス

の整備や洗浄用水確保のための井戸の掘削に

対して助成をすることにしております。 

 次に、水色の表紙の追号分の資料５ページ

をお願いいたします。 

 台風15号の被害対策の予算でございます。 

 追加補正額は４億4,200万円余です。園

芸、果樹の復旧対策といたしまして、被害を

受けたハウスの復旧や被災作物の生育回復等

の経費に助成をいたします。 

 内容について尐し説明をいたしますと、ま

ずハウスの復旧に関しましては、今後も台風

襲来のおそれがあるため、創造的復旧の観点
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から、卖なる現状復旧ではなく、耐風性向上

などの機能強化を要件とする本県独自の取り

組みを講じることといたしました。 

 具体的には、補強パイプを入れたり、一回

り太いパイプに変えるなど、尐しでも耐風性

が強化するよう工夫されたハウスへの復旧を

支援の対象にすることとしております。 

 補助率につきましては、ハウス建設に要す

る費用から共済支払い金に当たる額を差し引

いた残りに対しまして、県が20％、市町村が

20％を負担いたします。 

 なお、共済加入者、未加入者の不公平感が

出ないよう、未加入者の場合も、加入してい

るものとみなすとともに、共済への加入を支

援の要件としております。 

 次に、作物被害に関しましては、４つの対

策を講じることとしております。 

 １つ目は、植えかえ補殖でございます。倒

伏いたしました果樹の改植や補殖、全滅した

ハウス内作物や露地作物の全面植えかえに必

要な種苗費などの経費を、定額で助成いたし

ます。 

 ２つ目は、生育回復対策です。被災した野

菜、花、果樹を対象に、10％以上の収量減が

見込まれる場合に、早期回復を目的といたし

まして、液肥とか殺菌剤などの散布に対し

て、３分の１以内で補助をいたします。 

 ３つ目は、樹勢回復でございます。特に被

害が大きかったクリと梨を対象に、10％以上

の収量減が見込まれる場合に、クリに対して

は、堆肥や有機肥料などの投与、及び耐風性

を向上するため、樹高を低くするモデル的な

取り組みを、また、梨に対しましては、来年

の花芽を確保する花芽接ぎに、それぞれ３分

の１以内で補助をいたします。 

 それから４つ目は、病害虫の蔓延防止など

の対策です。台風後の病害虫の発生防止や品

質低下防止などのために、10％以上破損をし

た防虫ネット、暴風ネット、果樹のシートマ

ルチなどの復旧に対して、３分の１以内で補

助をいたします。 

 以上が支援の概要でございますが、先ほど

果実連からありました請願の内容には、別途

金融支援も含めまして、全て対応できる支援

策になっていると考えております。 

 また、今申し上げました支援につきまして

は、台風が通過した８月25日の午後からの取

り組みが対象になるよう、さかのぼるという

ような柔軟な対応をすることで、高齢者を含

む被災農家の営農継続や生産力の早期回復に

努めてまいります。 

 最後に、報告でございます。 

 一般社団法人熊本県野菜価格安定資金協会

の経営状況につきまして、別冊の資料で説明

をいたします。 

 表紙をめくっていただきまして、２枚目の

概要の資料で説明をいたします。 

 資料の１の設立の目的にありますように、

当協会は、野菜生産出荷安定法に基づく価格

安定事業といたしまして、野菜の価格低下に

対して、補給金の交付を行っているところで

ございます。 

 ローマ数字Ⅱの平成26年度決算の概要であ

りますけれども、協会の事業活動の損益をあ

らわします一般正味財産増減の部では、150

万円ほどのマイナス、補給金など使途に制限

があります指定正味財産の部では、2,950万

円ほどのマイナス、トータルの正味財産期末

の残高、一番下でございますけれども、３億

6,430万円余となっております。 

 次のページをお願いします。 

 事業の実績でございます。 

 ３番目の補給交付金の交付実績といたしま

して、保証基準額を下回りましたアスパラガ

ス、ミニトマトなどに7,216万円余を、ま

た、県内向けの野菜として、春キャベツ、ホ

ウレンソウに３万5,000円余を交付しており

ます。 

 園芸課、説明は以上でございます。 

 



第３回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（平成27年９月30日) 

 - 9 - 

○中村畜産課長 白表紙の農林水産常任委員

会の説明資料の11ページをお願いいたしま

す。 

 上段の畜産経営安定対策事業費として、補

正額10万円余をお願いしております。 

 これは、説明欄に記載のとおり、一般財団

法人畜産環境整備機構からの受託事務費内示

増に伴うものでございます。 

 下段の国庫支出金返納金として、補正額87

0万円余をお願いしております。 

 これは、説明欄に記載のとおり、平成13年

に公社営畜産基地建設事業において整備しま

した畜舎の財産処分に伴う国庫支出金の返納

でございます。 

 続きまして、水色表紙の追号の説明資料、

６ページをお願いいたします。 

 畜産経営安定対策事業費として、補正額4,

070万円をお願いしております。 

 これは、説明欄に記載のとおり、台風15号

で被害を受けた畜産農家の経営再建に向けた

畜舎等の補修、飼料作物の作付経費に要する

経費を助成するものでございます。 

 続きまして、報告第28号公益社団法人熊本

県畜産協会の経営状況を説明する書類の提出

についてでございます。 

 お手元の別冊でお配りしております公益社

団法人熊本県畜産協会の経営状況を説明する

書類について、目次の次に26年度の決算概要

をおつけしておりますので、その資料に基づ

き説明させていただきます。 

 まず、ローマ数字Ⅰの基本情報についてで

ございます。 

 当協会は、畜産農家やその組織する団体の

経営・運営指導、飼養管理及び保健衛生の指

導、畜産物価格安定対策、家畜改良を通じ

て、畜産経営の安定的発展、安全、安心な畜

産物の供給を目的に、社団法人熊本県畜産物

価格安定基金協会を初めとする畜産関係５団

体が再編統合し設立された法人で、24年４月

に公益社団法人に移行しております。 

 組織は、県、市町村、農業団体、家畜自衛

防疫促進協議会等、71団体で構成しておりま

す。 

 基本財産であります寄託金は３億8,913万

円でございまして、このうち県は全体の41.1

％、１億6,000万円でございます。 

 ローマ数字Ⅱの平成26年度決算の概要につ

いてでございますが、畜産経営体の育成、経

営指導、家畜衛生対策及び畜産物価格安定対

策を行う公益目的事業会計と、家畜改良・登

録を行う収益事業関係及び基本的な法人を運

営する法人会計の３区分で運営されておりま

す。 

 下の表の正味財産増減計算書の右端の合計

欄で御説明をいたします。 

 一般正味財産増減の部の当期経常増減額

(Ａ)でございますが、272万7,000円、当期経

常外増減額(Ｄ)12万8,000円を合わせました

当期正味財産増減額(Ｈ)は、285万円余の黒

字となっております。これにより、正味財産

増減額期末残高は、(Ｊ)になりますが、１億

6,370万円余となっております。 

 次に、指定正味財産の増減の部でございま

す。 

 指定正味財産は、子牛価格安定制度など、

複数の生産者積立金の増減でございます。26

年度は、畜産物価格が堅調に推移したことか

ら、生産者の積立金に対しまして家畜への補

塡金の交付が尐なかったため、当期指定正味

財産の増減額(Ｋ)は、30億6,518万円余とな

っております。 

 一番下の行の正味財産期末残高、積立金の

残になりますが、合計で87億1,778万円余と

なっております。 

 裏面をお願いいたします。 

 事業の実績でございます。 

 １、２、３が公益目的事業会計で、４が収

益事業会計になっております。 

 まず１は、畜産経営体の育成・経営支援を

行うもので、国、県や独立行政法人農畜産業
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振興機構の事業を活用しまして、畜産農家の

経営改善指導や畜産に関する調査研究を行っ

ております。 

 ２は、国民生活の安全安心に資する家畜衛

生対策の推進でございます。 

 家畜衛生対策の推進を図るため、ワクチン

の接種や家畜防疫互助基金などによる衛生対

策を推進しているところでございます。 

 ３は、畜産物の価格安定を図る業務でござ

います。 

 肉用子牛生産安定特別措置法に基づく指定

団体といたしまして、生産者積立金の管理及

び交付業務を実施しております。 

 26年度は、肉用子牛については発動実績は

ありませんでしたが、肥育牛につきまして

は、２万4,500頭余に対しまして、10億8,920

万円余を交付しております。 

 ４は、家畜改良・登録の推進でございます

が、肉用牛の個体登録、登記、産肉能力の統

計分析・評価等を実施しているところでござ

います。 

 以上、公益社団法人熊本県畜産協会の経営

概況について説明を終わります。 

 畜産課は以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○池田農村計画課長 農村計画課でございま

す。 

 白表紙の説明資料の12ページをお願いいた

します。 

 土地改良施設維持管理事業費の国庫内示増

に伴い、８万8,000円の増額補正をお願いし

ております。 

 農村計画課は以上でございます。 

 

○西森農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 同じ説明資料の13ページをお願いいたしま

す。 

 今回の９月補正でお願いしておりますの

は、農地災害復旧費でございます。 

 当初予算としまして、団体災害復旧分とし

て５億2,000万、県営災害復旧分としまして

800万を計上しておりましたが、今年度の４

月から７月までの梅雨前線豪雨による被災に

より、今回、９月補正としまして、団体営災

害復旧費としまして５億9,300万、また、県

営災害復旧費としまして9,300万の増額補正

をお願いするものでございます。 

 農地整備課は以上でございます。 

 

○原技術管理課長 技術管理課でございま

す。 

 同じ資料、14ページをお願いいたします。 

 農業土木行政情報システム費といたしまし

て、地方創生枞で5,600万円余の増額補正を

お願いしております。 

 これは、地籍図や地形図と、水田台帳や農

地台帳等の必要な農地情報を複数重ねて見え

る化することによりまして、農業土木にとど

まらず、農業、農村の諸問題に対して、現状

分析、課題抽出、施策検討が可能となるシス

テムを構築する事業でございます。 

 既に市町村卖位で稼働しますシステムを運

用しておりまして、本年度は、複数市町村に

またがる範囲で見える化し、市町村の枞を超

えて、広域かつ緊急的に地域施策の展開を可

能とし、地方創生の加速化に資するシステム

開発を計画しております。 

 技術管理課は以上でございます。 

 

○赤羽森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 報告第29号の熊本県林業公社の経営状況に

つきまして、別冊の公益社団法人熊本県林業

公社の経営状況を説明する書類により御説明

させていただきます。 

 別冊資料の表紙をめくっていただきまし

て、右側になりますけれども、ローマ数字Ⅰ

の基本情報でございます。 
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 設立の目的ですけれども、環境の保全に配

慮した造林等に関する事業を行うことによ

り、森林の公益的機能の維持増進を図り、林

業の活性化と山村地域の振興及び住民生活環

境の向上に寄与することでございます。 

 これまでの経緯ですけれども、昭和36年に

五家荘林業公社として設立され、その後、昭

和46年に松くい虫被害が全県的に蔓延したた

め、その被害跡地の造林を進めるために、県

内一円を対象とする熊本県林業公社に改組し

ております。なお、平成25年４月１日に公益

社団法人に移行しております。 

 組織等は、資料に記載のとおりでございま

す。 

 続きまして、ローマ数字Ⅱの平成26年度決

算の概要でございます。 

 正味財産増減計算書を記載しておりますけ

れども、貸借対照表、収支計算書で御説明し

たほうが公社の経営状況がわかりやすいと思

いますので、初めに、次のページに参考とし

て載せております表で説明いたします。 

 １枚めくっていただきまして、上になりま

すけれども、まず貸借対照表でございます。 

 資産の部の流動資産は、未収金等でござい

ます。固定資産は、ほとんどが山林としての

資産で、307億2,000万円余でございます。 

 右側の負債の部の流動負債は、次期返済長

期借入金、未払い金等でございます。固定負

債は、ほとんどが長期借入金でございます。 

 流動負債の次期返済借入金と合わせまし

て、県からの借入金が約235億円、日本政策

金融公庫からの借入金が約72億円となってお

ります。 

 次に、その下の表の収支計算書でございま

す。 

 左側、支出の部の事業費は、間伐等の造林

事業費及び県有林の保育、管理を受託したも

の等の受託事業費でございます。 

 支払い利息は、日本政策金融公庫からの借

入金に係る支払い利息でございます。 

 借入金返済支出は、県及び日本政策金融公

庫からの借入金の元金償還分です。 

 これら支出の合計額は、７億7,700万円余

となっております。 

 次に、右側の収入の部です。 

 事業収入は、主に間伐材等の売り払い収入

及び受託事業収入でございます。 

 公社有林は、木を植えてから年数がたって

おらず、本格的な伐採年齢に達していないこ

とや経営改善の一貫として長伐期化を推進し

ていることもあり、収入の大半は間伐を行っ

た木材を販売する事業で、収入額は5,353万

円でございます。 

 補助金収入は、森林整備に係る造林補助金

です。 

 借入金収入は、県からの長期借入金でござ

います。 

 収入の合計額は、８億2,190万円余となっ

ております。 

 前のページをお願いいたします。 

 正味財産増減計算書でございます。 

 平成24年度から会計基準を移行したことに

伴い、公益目的事業会計、収益事業会計及び

法人会計の３つの会計に区分しております。 

 表の一番上、白抜きのところですけれど

も、一般正味財産増減の部の当期経常外増減

額にマイナス１億750万円余を計上しており

ますが、これは森林資産の減損損失によるも

のでございまして、伐採時には固定資産から

流動資産に移すことが必要ですけれども、そ

の際に時価評価を行い、時価評価額が固定資

産価格を下回るときは、その差額を減損損失

として計上するというルールにのっとったも

のでございます。 

 １枚めくっていただきまして、次のページ

をごらんください。 

 次のページの真ん中にございますローマ数

字Ⅲの事業実績等でございます。 

 まず、１番の分収契約による森林整備で

す。 
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 林業公社による森林整備は、土地所有者と

公社が契約を結び、林業公社が費用を負担し

まして、造林、保育、管理を行い、伐採時に

木材の販売収入を林業公社と土地所有者で分

け合う分収契約方式により実施しておりま

す。 

 その分収の割合ですけれども、当初、林業

公社が６、土地所有者が４の割合を基本とし

ておりましたが、平成４年度以降は、林業公

社７、土地所有者が３の割合を基本としてお

ります。 

 平成26年度末の契約件数は1,436件、面積

は約9,267ヘクタールです。 

 ２番の主要事業の実績ですが、現在、新規

の契約を凍結しており、新植はゼロとなって

おります。下刈り等、その他の作業につきま

しては、資料に記載のとおりでございます。 

 続きまして、ローマ数字Ⅳの林業公社の経

営改善に向けた取り組みでございます。 

 林業公社につきましては、長期にわたりま

す木材価格の下落、低迷等によりまして、借

入金の増大など、将来的な収支見通しが大変

厳しい状況にあります。 

 このような中、これまで、組織の縮小や職

員数の削減、県からの貸付金の無利子化等の

経営改善の取り組みを進めてきたところでご

ざいますが、平成20年３月に、県で設置しま

した熊本県林業公社経営改善推進委員会か

ら、さらなる追加的な改善策に最大限取り組

むべきであるとの提言をいただきました。こ

の提言等を踏まえまして、現在、追加的経営

改善策に取り組んでいるところでございま

す。 

 その改善策の１つ目ですが、長伐期化の推

進でございます。 

 これは、分収相手方の御理解を得まして、

通常50年生程度で木を伐採するものを、80年

生程度に延長いたしまして、公益的機能の維

持増進と木材収入の向上を図るものでござい

ます。平成26年度末までの契約変更面積は、

5,601ヘクタールとなっております。 

 ２つ目の改善策は、分収割合の見直しでご

ざいます。 

 分収割合が、林業公社６、土地所有者４の

契約につきまして、契約相手方が個人の場合

は７対３に、市町村、財産区の場合は８対２

に変更をお願いしているところでございまし

て、平成26年度末までの契約変更面積は

4,377ヘクタールとなっております。 

 平成20年度に、個人との分収割合の見直し

等を関係機関が連携、協力して取り組むた

め、県、林業公社、関係市町村等で構成する

熊本県美しい森林整備対策協議会を設置し、

平成21年度から、分収割合の見直しの具体的

な働きかけを行っているところです。今後

も、分収契約の見直しについて、関係機関と

連携しながら進めていく所存です。 

 ３つ目の改善策は、事業の見直しでござい

ます。 

 素材生産の増加を図るため、発注規模の拡

大や複数年施行等の実施により、間伐面積33

5ヘクタールの契約を行いました。また、木

材輸出の情報収集を実施し、平成27年度から

輸出に取り組むこととしております。 

 今後とも、県、公社一体となって、経営改

善に最大限努力してまいる所存でございま

す。 

 森林整備課からは以上でございます。 

 

○宮田林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 予算関係及び条例等関係資料の15ページを

お願いいたします。 

 林道災害復旧費の上段、過年林道災害復旧

費につきましては、説明欄に記載しておりま

すように、市町村が施行します林道施設災害

の復旧を補助するもので、213万円余の増額

補正をお願いしております。 

 下の段、現年林道災害復旧費につきまして

は、ことしの梅雨前線豪雨によります２億



第３回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（平成27年９月30日) 

 - 13 - 

391万円余の増額補正をお願いしておりま

す。 

 続きまして、水色の表紙の追号分資料の７

ページをお願いいたします。 

 現年林道災害復旧費としまして、台風15号

によります3,367万円の追加補正をお願いし

ております。 

 続きまして、報告第30号公益財団法人熊本

県林業従事者育成基金の経営状況についてで

すが、別冊の経営状況を説明する書類で御説

明いたします。 

 １枚お開きいただきまして、ページの右

側、平成26年度決算概要についてです。 

 まず、１の設立の目的ですが、当基金は、

林業事業体に雇用される林業従事者の安定確

保と育成を図ることを目的に平成元年11月に

設立され、平成24年から公益財団法人に移行

しております。 

 ２の経緯についてですが、県、市町村等の

出捐によりまして、平成９年度までに約32億

円の基金を積み立て、また、同じ年に、法律

に基づき、熊本県林業労働力確保支援センタ

ーに指定されております。 

 次に、５の基本財産についてです。 

 基本財産の一部取り崩しや民間の会社から

の出捐等を経まして、現在額は30億3,700万

円余となっております。 

 次に、６の基本財産の利子収入についてで

すが、一番下の表の右の欄に記載しておりま

すように、昨年度は１億1,400万円余の収入

となっておりまして、適正な財産運用がなさ

れていると考えております。 

 裏のページをお願いいたします。 

 平成26年度決算の概要について、上の表、

正味財産増減計算書で御説明いたします。 

 まず、一般正味財産は、当期経常増減額

が、合計欄の記載のように、537万円余の

減、また、指定正味財産は１億3,400万円余

の増となり、合わせた正味財産期末残高は29

億8,000万円余となっております。 

 次に、事業の実績についてです。 

 公益法人としまして、公益目的事業を実施

しておりますが、事業費は２億2,800万円余

となっております。 

 事業の内容は、下の表に記載しております

ように、①の林業労働力確保等に関する事業

では、退職金共済や社会保険への加入促進対

策として、延べ1,200人への助成、それか

ら、新規参入者を雇用した事業体への助成等

を行っております。 

 また、②から⑥の事業では、国や県からの

補助、委託事業によりまして、林業未経験者

を対象とした集合研修、講師養成研修を初

め、林業事業体への指導、林業技能競技会開

催等の広報啓発活動、林業事業体への職業紹

介等の事業を行っております。 

 林業振興課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○三原森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 白表紙、予算関係及び条例等関係資料の16

ページをお願いいたします。 

 第１段目、治山費について、４億1,730万

円余の増額補正をお願いしております。 

 これは、６月から７月の集中豪雨により発

生した山地の崩壊等を早急に復旧するため、

特に緊急を要します八代市、上天草市、苓北

町など６カ所を、国庫補助事業の緊急治山事

業で復旧するとともに、国庫補助の対象とな

らない人家裏等の箇所を、卖県治山事業とし

て11カ所を県営事業、21カ所を市町村営事業

として復旧するものでございます。 

 次に、４段目、治山施設災害復旧事業につ

いて、8,010万円の増額補正をお願いしてお

ります。 

 これも、集中豪雨により被災した治山施設

２カ所を復旧するものでございます。 

 続きまして、別冊、水色の予算関係追号の

８ページをお願いいたします。 
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 第１段目、治山費について、４億5,570万

円余の追加補正をお願いしております。 

 これは、台風15号により発生しました山地

の崩壊等を復旧するために、特に緊急を要す

る山江村、八代市など４カ所を緊急治山で復

旧するとともに、国庫補助の対象とならない

人家裏等の箇所を、卖県治山事業として復旧

することとしておるものでございます。 

 次に、４段目、県有林費についてでござい

ます。250万円の増額補正をお願いしており

ます。 

 これは、熊本県と熊本市で管理します立田

山憩いの森で発生いたしました風倒木を処理

するものでございます。 

 森林保全課は、合計で補正額４億9,700万

余に加え、追加補正４億5,800万円余をお願

いするものでございます。 

 森林保全課は以上でございます。 

 

○木村水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 報告の第31号でございます。公益財団法人

くまもと里海づくり協会の経営状況の説明で

ございます。 

 別冊の資料のほうをよろしくお願いいたし

ます。 

 １枚めくられまして、概要のほうで説明さ

せていただきます。 

 設立の目的ですが、当協会は、栽培漁業の

推進のため、県からの委託を受けて放流用の

稚魚等の生産を行っております。あわせて、

放流並びに水産動植物の育成を計画的かつ効

率的に推進する事業を行い、県民への水産物

の安定供給と海洋環境の保全に寄与すること

を目的としております。 

 次に、これまでの経緯ですが、当協会は、

昭和59年７月に財団法人熊本県栽培漁業協会

として設立し、新公益法人制度に基づきまし

て、公益財団法人くまもと里海づくり協会へ

平成23年４月１日に移行しております。 

 協会の組織については、記載のとおりでご

ざいます。 

 当協会の基本財産は５億9,000万円であ

り、県からの出捐金は１億9,000万円で、そ

の出資比率は32.2％となっております。 

 平成26年度決算の概要につきまして、正味

財産増減計算書で御説明いたします。 

 協会の会計は、県からの委託を受け、放流

用の稚魚の生産や配付を行う公益事業会計、

民間養殖業者に向けて放流用のアユ稚魚を生

産する収益事業会計、基本財産の運用を行う

法人会計の３会計で運営されております。 

 表の２段目の当期経常増減額は、公益事業

会計でマイナス1,527万円、収益事業等会計

で53万円のプラス、法人会計で945万円余と

なっております。 

 総合計でマイナス528万円余となっており

ますが、これは、公益事業において、ヒラメ

の稚魚を生産する際に病気を発生させてしま

ったため、生産により多くの費用がかかって

しまい、マイナスとなったものです。なお、

平成27年度は、病気の対策を十分に行い、無

事生産、放流がなされております。 

 協会の財産についてですが、表の最下段に

お示ししましたように、正味財産期末残高は

総合計で７億8,010万円余となっておりま

す。 

 続きまして、協会の事業についてですが、

まず(1)の公益目的事業のうちの里海づくり

推進事業では、県の委託を受けて、マダイ、

ヒラメなど11魚種の水産動植物の種苗の生産

及び配付を、県下の市町、漁協、栽培漁業地

域展開協議会等へ行っております。 

 次に、共同放流事業推進のため、栽培漁業

地域展開協議会へ負担金を支払うとともに、

事務局を担っております。 

 さらに、マダイ、ヒラメの放流効果を把握

するため、県内主要市場でモニタリング調査

を実施しております。 

 次に、里海づくり技術開発試験では、本県
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を代表するブランド品として期待されるクマ

モト・オイスターの大量種苗生産の技術開発

試験及びハマグリやマコガレイ種苗の中間育

成技術開発試験等を県から受託して実施して

おります。 

 また、アワビやウニ類を対象とした餌料用

海藻培養として、ヒジキの人工種つけ技術の

開発をあわせて行っております。 

 次に、(3)の里海づくり事業の啓発普及で

は、八代漁協が実施する種苗生産や各漁協に

よるマダイ、ヒラメ等の育成及び放流に関し

て、指導、助言を行っております。 

 また、小学校等の研修依頼を積極的に受け

入れ、種苗生産等を説明し、里海づくり事業

が県民に広く理解されるように取り組んでお

ります。 

 次に、その他の事業についてでございます

が、内水面養殖業の発展を目的に、アユの養

殖用の稚魚を生産し、販売しております。 

 水産振興課は以上です。 

 

○長井漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 白色の通常分の委員会説明資料をお願いし

ます。17ページでございます。 

 漁港建設管理費につきましては、補正額１

億1,200万円余の増額補正をお願いしており

ます。いずれも国庫補助の内示増に伴うもの

でございます。  

 まず、２段目の漁港関係港整備事業費でご

ざいますが、補正額8,100万円余でございま

す。説明欄をお願いします。 

 水産物供給基盤機能保全事業費は、施設の

長寿命化対策の実施により、更新コストの平

準化と縮減を図るもので、今回の補正は、県

管理の宮田漁港におきます機能保全工事、ま

た、市管理におけます白戸漁港ほか３漁港に

おいての機能保全計画の策定を実施するもの

でございます。 

 ３段目の水産生産基盤整備事業費は、補正

額3,100万円余で、県管理であります御所浦

漁港の防波堤工事につきまして、事業費の増

額補正をお願いするものでございます。 

 続きまして、４段目の漁港災害復旧費でご

ざいますが、２億1,200万円の増額補正をお

願いしております。 

 これは、６月の豪雨により被災しました県

管理の富岡漁港の岸壁につきまして、早急に

復旧工事を実施するものでございます。 

 漁港漁場整備課としましては、合わせまし

て３億2,400万円余の増額補正をお願いして

おります。補正後の予算総額は、計の欄にあ

りますように、32億9,500万余となります。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。 

 

○浦田祐三子委員長 以上で執行部の説明が

終了いたしましたので、これより質疑を受け

たいと思います。なお、質疑を受けた課は、

課名を言って、着席のまま説明をしてくださ

い。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 今回、台風15号の災害、特に

施設園芸関係のハウスがかなりやられている

ということで、復旧に全力で当たっていただ

きたいと思いますし、また、できれば我々政

治の側も、しっかり補助額の上乗せ、特に国

庫補助について、しっかり努力をしていきた

いというふうに、歩調を合わせて頑張ってい

きたいというふうに思っておりますけれど

も、施設園芸の場合は、先ほどの説明でもあ

りましたとおり、耐候性を高めたハウスに変

えていただくことが前提で復旧費補助をやる

というお話だったと思っています。 

 そうなると、高齢者が多い農家の中には、

今さらまた新たな投資をしてハウスをつくっ

て、まあ老い先短いとまでは言いませんけれ

ども、この先何年営農ができるのかがわから

ない状況の中で、もうそこまでしては復旧し

ないという農家も出てくるんじゃないかとい
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うことの懸念を持っております。 

 そこでですけれども、先ほども説明があり

ましたが、農業振興課のほうでは、農地中間

管理機構に対する管理もやっていただいてお

りまして、今後――去年、おととしぐらいか

らですか、農地の流動化に向けた仕事を農地

中間管理機構を中心にやっていただいており

ますけれども、土地の集積については農地中

間管理機構でやられるということであります

が、私が聞いたところによると、農地の上に

乗っかっている施設については、その対象で

はないというお話をちょっと伺っておりま

す。 

 せっかく日本一の施設園芸の産地になった

熊本でありますけれども、今回の台風の被害

によって、施設を復興しないという農家が出

てくると、当然生産額も落ちてくるわけであ

りまして、また、担い手は、やっぱり集積し

ながら規模拡大もしていきたいというニーズ

も持っていらっしゃるというふうに私は思っ

ていますから、できれば、その農地中間管理

機構の集積のあり方の中で、国の法律がどう

かは私は知りません、存じていませんけれど

も、熊本は熊本型で、土地とともに固定資産

になっているような――あのパイプハウスみ

たいな簡易なものは別として、たしか資産評

価もあって、固定資産税も払っていらっしゃ

るような耐候性ハウス、そういうものについ

ては、一緒に集積をして担い手に貸していく

という、そういう取り組みをちゃんとやれ

ば、その農家が、自分が頑張っている代は償

還し切れなくても、その後に農地中間管理機

構が引き受けてくれて、新しい担い手が活用

してくれるということが前提としてあれば、

再生産の意欲も持ってくれるんじゃないかと

いう期待を持っておりまして、それがまだ制

度的にできないというお話でありましたもの

ですから、まあ制度ですから変えればいいわ

けですので、その点がどうなっているかにつ

いてちょっとお尋ねしたいと思います。 

 

○川口農地・農業振興課長 前川委員、この

前の代表質問のときも、このお話をされたと

思っています。で、私たち、考えました、こ

の分について。 

 まず、基本的な認識としまして、要は園芸

ハウスというのは、やっぱり農地と同じよう

な大事な、重要な経営資源と思っています。

まず、農地中間管理機構に入ります前に、そ

ういう重要な資源をやっぱり活用していかな

いといけないということで、現在、卖県事業

のほうでも、やっぱり遊休化しているハウス

がございます。この遊休化しているハウスに

ついて、まあ中古ハウスなんですけれども、

これはやっぱり改修、補修をすると。そのハ

ウスについても、規模拡大をしたいという担

い手に対する集積を進めております。これは

３つのＪＡでございますけれども、基本的に

は農地と一体となってハウスを借り受ける場

合が多うございます。 

 もう一つの話なんですけれども、農地中間

管理機構、これはハウスと農地を一体的に借

りる場合については、借りることはできま

す。これは法律上できますので、ただ、ハウ

スだけを借りるということはできない仕組み

になっています。 

 昨年も、たくさんの農家の方から、やっぱ

りハウスを借りたいあるいはハウス用の農地

を借りたいという申し込みがあったんですけ

れども、なかなかその需要に応えるようなこ

とができていないような状況です。 

 先ほど申し上げましたとおり、貸し付け実

績に至ったものは、やっぱり208ヘクタール

しかなかったと。ところが、1,000数百ヘク

タールの農地を借りたいという要望があった

わけなんですけれども、これにつきまして

は、委員おっしゃったとおり、安心してやっ

ぱり再投資できるような方、高齢者の方がで

すね、できるような仕組みについて、要は２

つあると思っています。 
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 １つは、貸し付けの年数、それと賃料の問

題、それと、あるいはハウスですので、やっ

ぱり自分のものに買い取りをしたいという方

もいらっしゃるかもしれません。その売買と

貸借、こういうものについて、県だけではな

くて、農地中間管理機構、それとやっぱり地

元のＪＡ、市町村、これとやっぱり問題意識

を共有しながら、来年度に向けて具体的に検

討を進めていきたいというふうに考えていま

す。 

 

○前川收委員 来年に向けてじゃなくて、こ

の災害で復旧なさるときに、そういう御提案

をいただいて、高齢者の農家の方がもう復旧

しないという、仮にそういう話があった場合

には、今のようなお話を提案いただいて、当

面頑張れるうちは頑張ってくださいと。もう

それは肉体的になかなか難しいということに

なったときには、今言ったように、県やそれ

から市町村、それから中間管理機構、ＪＡ、

一体となって、その投資なさったものが無駄

にならないように、きちっと引き受けますと

いう話をしてもらえれば、再生産の意欲がま

た湧いてこられると思いますので、来年じゃ

なくて、できればこの災害からやっていただ

きたいと思いますが、いかがですか。 

 

○川口農地・農業振興課長 しっかりその説

明をしてまいりたいと思っています。 

 

○前川收委員 よろしくお願いします。 

 

○浦田祐三子委員長 ちなみに、済みませ

ん、先ほどの３ＪＡってどこですか。 

 

○川口農地・農業振興課長 まず、ＪＡ玉名

ですね。そして、宇城、ＪＡ球磨。これは14

ＪＡございますけれども、昨年、事業実施に

取り組みますかということで希望調査をしま

した。もともと２つのＪＡを取り組み主体と

して考えていたんですけれども、３つのＪＡ

から取り組みたいというお話がございました

ので、３ＪＡをやっぱり指定しまして、昨年

度から頑張っていただいているところです。 

 

○前川收委員 できれば、被災地域のＪＡが

それになっていないところも――今話を聞け

ば、あるわけでありますから、それらのＪＡ

にも話をしてください。でないと、その地域

指定をしているところしかできませんなんて

いう話じゃ困りますので。 

 

○川口農地・農業振興課長 今のところ、２

年間の継続事業という形で昨年から取り組ん

できているわけなんですけれども、この事業

については、先ほど申し上げましたように、

やっぱりそういうシステムをつくることが大

事だと思っていますので、そのシステムづく

りも含めたところで、関係団体、農協のほう

にもこういう話はきちんとやっぱりしていき

たいというふうに考えています。 

 

○浦田祐三子委員長 ぜひよろしくお願いい

たします。 

 

○山本秀久委員 まず最初に、私は、ちょう

ど47、48年ごろの造林資金の問題が改革され

たかどうかをちょっと聞きたい。 

 あのころの造林資金は、我々森林の山主に

は、あんまりいい問題じゃなかったんだ。よ

く波及しなかったような状態を私はやったこ

とがあるけれども、３年ぐらい造林資金を借

りたことがある。そういうときに、そのシス

テムが、どうしても山林所有者に対してはあ

んまりよくなかった感じがしてならないん

だ。 

 そのときはなぜかというと、林業公社とか

国の人夫賃が、どうしてもその当時の地域の

山林に対しては、大変重かった。だから、そ

の当時の国のやり方というのは――その当時
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の造林資金の問題とか、改革されたかどうか

をちょっと聞いておきたい。現在の造林資金

はどういうふうな状態になっているか。 

 

○山口団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 大変恐縮でございますけれども、従前の農

林資金のその課題というのは、申しわけござ

いません、私、ちょっと存じておりませんけ

れども、現在、農林資金につきましては、例

えば、林業であれば林業、農業であれば農

業、それぞれ農林団体の方々とも意見交換し

ながら改善に努めておるところでございます

ので、現時点で、委員がおっしゃられたよう

な方向、課題というのがちょっと私まだ見え

ないものですから、今後、しっかりその辺、

また関係団体等、意見を聞いてまいりたいと

思います。現時点では確認してございませ

ん。 

 

○前川收委員 造林たい、造林。 

 

○山口団体支援課長 造林ですか、失礼しま

した。 

 

○赤羽森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 かつて、その造林資金がいろいろ、貸し付

けの関係ですかね、やはりいろいろと金利が

高うございました。それで、委員御指摘のと

おり、公社も、そういう意味では、当時借り

ました金利が大変高くて、その部分に非常に

今支払いの際に金利がかさんでいるというよ

うなことがございます。 

 現在は、当時のような金利ではなく、改善

されてきていると思いますけれども、公社に

つきましても、その当時の金利の部分につい

ては、これは熊本県だけの問題ではなくて、

全国的な問題ですので、同じような状況を抱

えている県が全国にございますので、共同歩

調を合わせまして、国のほう、公庫のほう

に、その辺の金利の繰り上げ償還等々、働き

かけているところでございます。 

 

○山本秀久委員 １つは、その現状を把握し

といて物事を考えていかんと、あの当時は、

ちょうど山は松くい虫にやられて、大変整備

をしなきゃならぬ状態だったわけだ。そうい

うときに、どうしても松くい虫の駆除をしな

きゃならぬ、そして植えつけをしなければ、

次の世代に残る森林というのははげ山になっ

てしまうんだ。そういう状態のときに、そう

いう国の造林資金の問題というのは、大変な

重みを感じたわけだ。それを乗り越えてよう

やく今日までもってきたんだけど、もうちょ

っと林務――国の林務の関係がちょっとおか

しかったよ、あの当時は。 

 だから、しっかり地方のことをよく考えた

上で、山のことに詳しい人間がやっぱりやら

んと困るわけだ。だから、そういうふうにし

て、さっき前川委員からも話があったよう

に、農業の問題にしても、昔はもうちょっと

――農業普及員というのがおって、その普及

員の働きというのは大変重要な役目を果たし

とった。それが、今ちょっと薄れているよう

な感じがしてならないわけだ。 

 だから、そういう意味も含んで、農業、林

業に対して、そして水産に対しても、地域の

振興局なんかの普及員の問題点をよく把握し

とかんと、本庁はよくわかってない点もある

から、そういう点はよく関連して今後進めて

もらいたいという意味で申し上げたわけだ。

そういう点をよく理解してくれ。 

 

○前川收委員 昭和40年代の造林資金という

部分については、私は、当然存じてはいませ

ん。ただ、当時は、やっぱり山の値段が上が

っている、高い、今と比べて材価が高い時代

の流れの中で、貸し付け制度というものがあ

ったと思います。 
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 ただ、よく考えると、今、林野庁が、これ

までは独立会計の特別会計だったのが、結果

として今は一般会計に移行されてきたという

のは、国有林を管理している林野庁ですら、

いわゆる採算性がもう立たないということが

大前提で特別会計から一般会計に移行してき

たということを考えると、例えば今山本委員

がおっしゃったような、大規模な所有林が松

くい虫の被害に遭いましたと、そして、それ

を駆除して、なおかつ再造林をしなきゃいけ

ないというようなケースが今仮にここであっ

た場合には、林務としては、どういう手当て

をなさるかですね。 

 それは、当時の話と今の話は尐し時代的な

背景も違うというふうに思いますから、仮定

の話で恐縮ですけれども、そういうときには

どういう手当てがあるのかをちょっと教えて

もらえればと思います。 

 

○山本秀久委員 今前川委員から言われたの

にちょっと関連して言うけどね、その当時の

国有林を民有林に切りかえるわけだ、国が。

国有林を伐採して人工林に変えるのがおかし

かったというのが私は印象に残っているわけ

だ。なぜそういうことをするんだ。国有林の

立派な木があるのに、民有林に変えて、人工

林に変えるということはおかしな話なんだ。 

 

○前川收委員 天然の国有林を切って人工林

に変えてきたと。 

 

○山本秀久委員 今前川委員から言われたの

に関連して、そういうこともつけ加えておき

たいと。そういう状態だった。 

 

○赤羽森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 前川委員の御質問に対しましてお答えいた

しますけれども、現時点では、そういった仮

に大規模な森林、病虫害等にやられて森林空

白地域ができたときに、そこを再造林するた

めの手だてというのは、国のほうの造林事業

に頼るしかないのかなというふうに考えてお

ります。 

 その場合、１つは、国のほうの造林事業

を、必要な予算をつけてもらうように手当て

してもらうということと、また、そういう特

殊な例に対しまして、何か特別な措置をして

もらうというようなことが１つ対応として考

えられるというふうに、個人的には思ってお

ります。 

 あと、県のほうといたしましても、国がま

ず第一とは考えておりますけれども、そこに

至らない部分につきましては、卖県の事業で

何か対応できることはないかというのを、よ

く検討すべきではないかというふうに思いま

す。 

 それから、山本委員からの御指摘ですけれ

ども、かつて奥地の天然林等々を伐採して開

発していったというようなことでございま

す。 

 私も、今から思えば、それはいかがなもの

かというようなことは思いますけれども、ま

あ私もあの当時、そこの時代に生きていなか

ったものですからあれですけれども、いろい

ろな文献等々、資料等々を見る限りにおきま

しては、当時は、木材が唯一のあらゆる燃料

ですとか、建築資材ですとか、その他もろも

ろ重要な資源でございまして、それがゆえに

木材需要が大変旺盛で、高値で取引されてい

ったというようなこともあったかと思いま

す。 

 そうした中で、当時の大手の新聞の社説な

んかを見ますと、やはり木材需要が旺盛で、

価格が高騰して大変だと、国民が大変困って

いると、その中で、例えば国有林は木材を出

し惜しみしているんじゃないかと、そんなよ

うな論調も見られております。 

 そういう中で、いろんな要因があったとは

思いますけれども、やはり木材生産をもっと
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していかなければいけないというようなこと

で、そういった奥地のほうも開発するという

ようなことに至った部分もあったのではない

かというふうに考えております。 

 しかしながら、時代が変わりまして、いろ

いろ木材以外の資材も出てきております。ま

た、木材需要をめぐる状況も変わりつつあり

ます。また、自然環境に対する国民の認識も

また変わりつつあります。 

 そうした中で、今ようやく主伐期を迎えて

いる時期でございますので、今後、木を伐採

して植えかえていくときには、当然過去の反

省を踏まえて、木材生産に適した場所にはそ

うした木材生産を積極的にやるし、また、奥

地等々、自然・天然林に返していくところ

は、そのように整備をしていくというような

ことをしっかりやっていきたいというふうに

考えております。 

 

○山本秀久委員 そういう考え方で今後進め

てもらう。反省はやっぱり進歩につながるか

ら、そういう点をよく今後考えてやってくだ

さい。 

 それともう１つ言っていることは、今前川

委員が言った問題で、今そういうことをしよ

うとする企業があるわけだ、農家だけじゃな

くて。そういう農家の園芸、そしてその地

域、台風でやられたりなんかして、後継者が

いなかったり。そうしたときに、今度は企業

が、そういうことをやってみようかという企

業もあるぐらいだから、そういう点をうまく

利用して、この熊本の総生産を確保すること

が必要ではないかという頭を持っとってくれ

ませんか。そうすると、地域の振興局がそう

いう点はわりかし把握しているから、そうい

う点よく調べてやってください。 

 

○川口農地・農業振興課長 しっかりと取り

組んでいきたいと思っています。 

 

○浦田祐三子委員長 ほかに質疑は。 

 

○磯田毅委員 この青色のほうの５ページで

すけれども、創造的復旧ということで、県と

市町村で40％補助と、ハウスのですね。その

ときに、創造的復旧というのはどういうこと

かということが１つと、そして、耐候性ハウ

スのリースの終わる期間というのは、多分15

年ぐらいだったと思いますけれども、この

前、現場を視察したときに、なぜその耐候性

ハウスでメロンをつくらんとですかとお聞き

したところが、やっぱりもう高齢で、後の負

担がやっぱり重いと。しかも、１反当たり1,

500万ぐらいかかる耐候性ハウスの償還はと

ても無理ということを組合長は言われました

けれども、そういうことも１つ、この15年か

ら20年かかる中で、もう60歳過ぎた人たちが

借りてというのは、やっぱりちゅうちょする

と思いますけれども、そういった問題の解決

はないのかということと、そしてもう一つ

は、これは花芽接ぎとか何か、秋に梨の葉っ

ぱが落ちて、勘違いして秋に花が咲いたと

き、春に花芽が来ないという、この花芽接ぎ

の状況、３分の１補助ですけれども、具体的

にそれをちょっと教えてもらいたいと思いま

すけれども。 

 

○潮崎園芸課長 園芸課でございます。 

 まず、１点目の創造的復興につきまして

は、今回の対策の中で２点ございます。１つ

は、ハウスですけれども、被災したハウス

等、そのまま原状回復するということじゃな

くて、今後の台風にも多尐でも耐えれるよう

に、この復旧を機会に尐しでも強化する、そ

ういうことをやっていただくことを今回の支

援の対象にするという意味で創造的復旧と。

それを１つ。 

 それともう一つは、落果とか枝折れがひど

うございましたクリに対しましても、クリの

木の高さを低くしたクリ園については、多尐
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の落果はありましたけれども、余り影響がな

かったということでございますので、今回、

枝折れとかひどかったクリ園を、きれいに枝

を剪定するとか、そういうことがこれから始

まりますので、それにあわせまして、そこの

クリ園をきちっと背を低くするような取り組

みも、これもモデル的にやっていただくと。

これも一つの創造的復旧ということにしてお

ります。 

 それから、リースハウスの耐用年数の話の

絡みもございましたけれども、リースハウス

は、かなり農協さんを事業主体にこれまでも

進めてきたところでございます。 

 耐候性ハウスは、やはり熊本の園芸を支え

る一番の基盤だと思っていますので、今後も

これは――今は国の事業で強い農業づくり交

付金という、50％補助を使って今も頑張って

いますし、これからも頑張るつもりでおりま

すし、今回の台風被害の復旧の要望の中に

は、耐候性ハウスをやりたいんだという声も

ございますので、それにあわせて国のほうに

強い農業づくり交付金の、例えば本年度の補

正予算とか来年度の当初予算については、し

っかりと配分していただきたいという旨を国

のほうにもしっかりと要望をしておりますの

で、基本的には国のそういった事業を活用し

ながら、今後も耐候性ハウスの導入には積極

的に取り組んでいきたいと思っています。 

 それから、３点目の梨の花芽接ぎでござい

ますけれども、これは、特に氷川町の梨の現

地を見て、生産者の方の意見を聞く中で、こ

としはかなり梨の落果もひどうございました

けれども、葉っぱがかなりちぎれて落ちてい

るということです。 

 これは、梨は――桜もそうなんですけれど

も、台風で葉っぱが散れば、冬が来たと勘違

いするんですね。そして、この秋の暖かい日

に当たると、春が来たと思って花が咲くと。

多分、今桜があちこちよく咲いているのがあ

ります。多分それの現象と一緒で、不時着果

という、不時開花という専門用語なんですけ

れども、この氷川の梨園も、その不時開花が

出るんじゃないかという生産者の意向があり

まして、現在はまだそこまでは行ってないよ

うでございますけれども、まだ今後やはり不

時開花するおそれもあるということでござい

ますので、県としては、そうなったときに

は、もう新しい花芽をよそから持ってきて花

芽を接ぐという作業で、来年の花を確保する

という技術的な方法がありますので。 

 ただ、これは、余り成功率というのが非常

に尐ないというのが、技術的にも非常に難し

い、人手もかかる割にはうまく着果するとい

う割合が尐ないと。過去に１回、氷川町でや

られまして、よくて３割、上手な人でです

ね。平均して２割あるかないかぐらい。で

も、最後の方法ですね。方法としてはもうこ

れしかないということもありますので、現場

のほうでは、この花芽接ぎも視野に入れたと

ころで、今状況を見られているということで

すので、もしこれが必要であれば、３分の１

で支援をするというふうな対応を考えたとこ

ろでございます。 

 以上です。 

 

○磯田毅委員 わかりましたけれども、１

つ、この耐候性ハウスというのは、私もハウ

スの専門家ですのでよくわかりますけれど

も、ＰＯという、ポリの0.15ミリの厚手のや

つを張ったやつが普通耐候性と言いますけれ

ども、実は、私の近所の耐候性ハウスは、こ

の前の瞬間最大37～38メートルで剥げている

ハウスがたくさんあります。ですから、本当

は耐候性になっとらぬわけですね。新しいの

は剥げてないのもたくさんありましたけれど

も、そういった意味では、耐候性ハウスが全

ていいかという部分については、やっぱり非

常に自然の中では――通常は37～38メートル

でも、部分的には50メートル吹いているとこ

ろもあると。じゃあ、50メートルに耐候性は
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果たしてそれに耐え切るかというのは、私は

どうも耐え切れない。 

 ここ10数年、台風が来てないですので、や

はり建てる農家の人たちは、屋根が高いほど

実は涼しいものですから、そっち方面の、軒

高が３メートル、４メートルとかいう大き

な、高いハウスにというのが耐候性の中では

やってきていますけれども、これはやっぱり

抑えていく必要があると私は思いますし、そ

して、１反に1,500万かかるこの費用を、例

えば私の家は１町４～５反ハウスがあります

けれども、これを全部耐候性ハウスに、県下

1,000ヘクタール以上あると思いますけれど

も、そういったもの全て耐候性にする必要は

ないわけですので、優先してするのは、今度

の教訓は、やはり育苗、野菜とかイチゴと

か、トマトももちろんそうですけれども、メ

ロンもスイカもですね。そういう育苗ハウス

の耐候性ハウス化というのは、私は、非常に

高くても効果があると。 

 そういう耐候性ハウスのこれから先の課題

というのはありますけれども、もう一つは、

やはり共済、ハウス共済の加入率が、非常に

私は悪いとびっくりしたんですね。私は、栽

培しているハウスは全部100％掛けています

けれども、現場で見てみると、40％しかかた

ってないとかですね。まあ、確かにお金もか

かりますけれども、やっぱり来たときは、自

分で再生できるような対応をまず自分からと

るという意味においては、やっぱり共済制度

の加入率を上げていく必要があると。そのた

めのいろんな施策が私は必要になってくるか

と思いますけれども、その点はいかがでしょ

うか。 

 

○潮崎園芸課長 園芸課です。 

 まず、耐候性ハウスの話がございましたけ

れども、先ほど私が申し上げました国の事業

を使って今やっています耐候性ハウスは、風

速50メーターまでは耐えれるという設計にな

っています。これは、ビニールが破けるとか

いうことじゃなくて、パイプの本体がやられ

るかどうかというようなことでございます。 

 

○磯田毅委員 しかしですよ、ビニールが破

れれば、中の作物がやられるわけですから、

本当は。 

 

○潮崎園芸課長 構造的にはそういうことで

…… 

 

○磯田毅委員 ハウスは残っても、例えば中

の農産物は被害を受けてなくなるということ

からすれば、やっぱり50メーター耐候性とい

うのは、外の被覆材も持ちこたえる必要があ

ると思いますけれどもね。 

 

○潮崎園芸課長 そのポリの破れは、結構あ

ちこちで生じたというふうにも聞いています

し、現場でも見ましたし、写真でも確認して

います。 

 それ以下のハウスでも、実は何ともなかっ

たというのもありまして、この被覆材は、そ

のポリとかビニールとか、材質もありますけ

れども、やはりしっかり固定をしているのか

してないのか、そういったところでも随分被

害の程度が違っていると思いますので、そこ

ら辺は今後も、しっかりと被覆材は固定して

なるだけ破損しないような、そういった指導

をしていく必要があるのかなと思います。 

 それと、先ほど耐候性ハウスを基本に進め

ると言いましたけれども、耐候性ハウスじゃ

ない、いわゆる委員おっしゃられるように、

例えば育苗ハウスあたりも尐し補強する、先

ほど言いましたように、補強材を入れると

か、そういう形で強度を高めるとか、あるい

は耐候ハウスでもない卖棟ハウス用なのも多

尐補強をするような、そういった補強による

耐候性の向上というのも、一方では進めてい

きたいというふうに考えております。 
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 園芸課からは以上です。 

 

○山口団体支援課長 共済加入の件でござい

ますけれども、委員おっしゃられますとお

り、自然災害での対応のまず第一は、もう共

済だと思っています。残念ながら、26年度実

績で、施設園芸で本県54.2％ということで、

まだまだ低い状況にございます。 

 何とかこれを高めるために、先般、関係課

と農業共済組合と一緒になって、加入促進の

ための検討会、それから、施設園芸だけじゃ

なくて、各品目ごとにプロジェクトチームを

つくりまして、場合によっては国に対する制

度改正要望も含めて、今後しっかり取り組ん

でまいりたいと思います。何とか共済加入促

進を進めてまいりたいというふうに、取り組

んでまいります。 

 

○磯田毅委員 品目もふやしてもらいたいで

すね。 

 

○山口団体支援課長 はい。 

 

○浦田祐三子委員長 ほかに質疑は。 

 

○岩本浩治委員 新規事業で、生きものと共

生する産地育成モデル事業、その中に土着天

敵を活用した病害虫防除の普及に向けた増殖

ビジネスモデルの育成の経費ということで書

かれていますが、これは何かようとつかめな

くて、どういうふうな事業なのか、教えてい

ただければと思いますが。 

 

○下舞農業技術課長 当面、先ほど説明しま

したように、技術的な見通しがついています

ナスの害虫、これはウイルスなどを媒介しま

すコナジラミ等を食べる天敵を利用するとい

うことで、民間の会社に委託しまして、それ

をハウスで増殖しまして、県内のナス産地に

一応配付して、その技術の拡大を図るという

ような事業でございます。 

 

○岩本浩治委員 まず、ナスですね。 

 

○下舞農業技術課長 はい、まずナスで取り

組みたいと思っています。 

 

○浦田祐三子委員長 ほかに質疑はございま

せんか。 

  (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 済みません、先ほどか

ら磯田委員の質問でもありましたけれども、

この前現地視察もさせていただきましたが、

やはり生産農家の皆さんの声を聞かせていた

だきますと、大変来年の再生産に向けて心配

される声がたくさんございました。 

 今回、早速県のほうでも手厚く金融支援と

いうことで講じていただいておりますので、

ぜひ関係金融機関に対しますしっかりとした

周知をしていただければと思いますので、私

からもお願いさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 これで質疑を終了いたします。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第９号から第11号、第50号につ

きまして、一括して採決したいと思います

が、御異議ありませんか。 

  (「なし」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 御異議なしと認め、一

括して採決いたします。 

 議案第１号、第９号から第11号、第50号に

ついて、原案のとおり可決することに御異議

ありませんか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 御異議なしと認めま

す。よって、議案第１号、第９号から第11

号、第50号は、原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

 次に、本委員会に今回付託された請願を議

題とし、これについて審査を行います。 
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 請第７号については、さきの議案審査の中

で状況等について十分に話も出ましたので、

ここでの執行部の説明は割愛をさせていただ

きます。 

 それでは、早速採決に入ります。 

 請第７号については、いかがいたしましょ

うか。 

  (「採択」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 採択という意見があり

ますので、採択についてお諮りいたします。 

 請第７号を採択とすることに御異議ありま

せんか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 御異議なしと認めま

す。よって、請第７号は、採択とすることに

決定をいたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項につきまして、閉会

中も継続審査することを議長に申し出ること

としてよろしいでしょうか。 

  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 それでは、そのように

取り計らいます。 

 次に、その他の報告事項に入ります。 

 報告の申し出が１件あっております。担当

課長から説明を受けた後に、質疑を受けたい

と思います。 

 それでは、熊本県人口ビジョン(案)及び熊

本県まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)に

ついて説明をお願いします。 

 

○白石農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 資料は、Ａ３のカラー刷りの２枚がお手元

に配ってあるかと思いますので、その２枚で

説明させていただきたいと存じます。 

 まず、熊本県人口ビジョンでございます。

Ａ３判の人口ビジョンの概要をごらんくださ

い。 

 左側の上のほうでございますが、人口の現

状について、本県の2014年の人口が179万

4,000人となっております。 

 ①の自然増減につきましては、約5,000人

のマイナスということでございます。それか

ら、②の社会増減については、約3,000人の

マイナスでございます。 

 これによりまして、右の上のほうになりま

すが、2060年の人口、144万人を目指すとい

うことになっております。 

 その下の枞でございますが、このまま何も

対策を講じなければ、2060年の人口は117.6

万人まで減尐するというふうな見込みになっ

ております。 

 そういう中で、将来展望144万人というの

は、合計特殊出生率が2030年までに2.0、そ

れから、2040年までに2.1まで上昇して、社

会減は2020年までに現在の２分の１に縮小す

るということで推計して、最終的に2060年の

人口を144.4万人にしたいというのが今回の

人口ビジョンの目標になっております。 

 下のほうのグラフを見ていただくと、117.

6万人で施策を講じて144.4万人にするという

のが今回の人口ビジョンの概要でございま

す。 

 次に、もう１枚目の資料、Ａ３判の熊本県

まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)概要版

をごらんください。 

 この総合戦略は、人口ビジョンで示しまし

た人口の将来展望実現に向けまして、平成27

年度から31年度までの５年間で推進していく

施策をまとめたものでございます。 

 まず、左側の基本目標１から４まで、熊本

の発展を支える産業と魅力ある雇用を創出す

るから４つ、県民が誇りを持ち、安心して暮

らしを続けるまでの４つの基本目標を掲げて

ございます。 

 それで、その４つの基本目標のすぐ横に書

いていますが、数値目標としては、社会減を

1,430人に半減、５年間の出生数を７万7,350
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人にする、それから、県民の総幸福量を70ポ

イントにするということで、この数値目標を

３つ掲げてございます。 

 次に、取り組みの方向性と実現に向けた施

策でございます。 

 右のほうに書いてございますが、大きくこ

の目標の実現に向けまして、新４カ年戦略の

４つの取り組みの方向性を発展させて、大き

く４つ、活力と雇用を創る、世界の中で輝

く、安心・希望を実現する、未来の礎を築く

という４つの取り組みの方向性を掲げてござ

います。 

 この中で、農林水産委員会、当委員会に最

も関係する分としましては、活力と雇用を創

るの(ア)地域の活力を牽引する農林水産業の

展開ということで、幾つかの施策をここに、

代表的な分を書いてございます。 

 まず、(ア)の一番上の四角印ですが、熊本

型農業者育成の仕組みの構築ということで、

３世代同居につながる親元就農、それから、

新規参入など、農業を志す若者が円滑に就

農、定着するような、相談から就農、定着ま

でのトータルで支援する仕組みをつくると

か、次の――今でもやっておりますが、企業

の農業参入、農地集積、６次産業化の推進な

どに取り組んでまいります。 

 それから３つ目が、森林経営集約化、新た

な木材流通体制の整備などの山のしごとシス

テムづくりとか、水産資源の回復、養殖環境

の保全・改善の取り組みなどの支援を行って

まいるということで、これらの取り組みによ

りまして、農業を初めとした１次産業を稼げ

る産業にして、魅力ある雇用を創出したい、

地域の活力を創ってまいるということで考え

ています。 

 農業については、こういったことをやりな

がら、新規の就農者や雇用者を現在の620人

程度から660人程度――年間ですね、目指し

たいというように考えております。 

 次に、世界の中で輝くの項目でございます

が、ここでは、農林水産委員会の関係として

は、３つ目のポツで、農林水産物・加工品な

どの海外への販路拡大ということでございま

す。 

 農林水産物の加工品などの海外への販路拡

大とか、海外に向けたトップセールス、海外

事務所を中心とした現地活動、新たなマーケ

ット開拓などに取り組んでいきたいというよ

うに考えております。 

 次に、安心・希望を実現する。ここでは、

当委員会に関係する分としましては、(ウ)の

女性参画の加速化、それから、若者・高齢

者・障害者の活躍促進ということで、男女が

ともに自立して支え合う農山漁村の実現に向

けた取り組みとか、それから、社会的な自立

を目指す障害者が、その能力や適性に合った

社会参加ができるような、農業と福祉の関係

機関が連携した取り組みなどを進めていきた

いというふうに考えております。 

 それから、未来の礎を築く欄では、(ア)の

次代につなぐ地域づくりのところの一番最初

のところでございますが、親元就農による３

世代同居・近居の推進など、家族や地域のき

ずなの再生などに取り組むということでござ

います。 

 それから、その次の四角で、拠点集落への

機能集約など小さな拠点づくりの推進という

ことで、熊本の自然や農山漁村の宝を継承し

ていく取り組みを進めていきたいと思ってお

ります。 

 農林水産関係は、簡卖に申し上げますと以

上のようなところでございまして、この一番

下の枞囲みに書いてございますけれども、現

在、この施策の推進に当たりましては、産官

学金労言で構成します幸せ実感くまもと「ま

ち・ひと・しごとづくり推進会議」というの

が設置してございます。こういうところで課

題の認識共有などを行いながら、協働してこ

の戦略を進めていくというふうにしてござい

ます。 
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 それから、本編のほうには書いてございま

すが、わかりやすい指標、ＫＰＩを記載し

て、外部有識者を参画させていただきなが

ら、効果検証を行うというふうになっており

ます。 

 そういった取り組み、それから、市町村と

県が方向性を共有しながら、そして連携しな

がら地方創生の取り組みに向けて取り組んで

いくということで考えてございます。 

 簡卖でございますが、こういった戦略で、

10月末をめどに――もう一回この推進会議が

開催されまして、10月末に策定されるという

ことで、今スケジュールが組まれてございま

す。 

 私からの報告は以上でございます。 

 

○浦田祐三子委員長 以上で執行部の説明が

終了いたしました。 

 それでは、質疑に入りたいと思いますが、

質疑はありませんか。 

 

○山本秀久委員 この問題で、理想的なこと

ばかり書いてあるけど、この基本というのは

何なのかということは、親子世代が一緒に住

めない環境だ。その親子世代が一緒に住める

ような環境整備がおくれてしまっているとい

うことだ。そこから若者が定住できる環境整

備もしてあげなきゃ、親子世代が生活できな

いような環境だ。 

 そして、今、よく世間的に、昔は、犬がほ

えても、せからしかと言った人間はいなかっ

たんだ。子供が保育園で騒いでいても、子供

の声がやかましいとか、学校のあれがやかま

しいとかと、そういう社会情勢はなかったん

だ。なぜそういうことになったかというと、

環境が壊れてしまったわけだ。それはなぜか

というと、それまでに若者が定住できないよ

うな条件をつくってしまっているから。そう

いうことを反省しなければ、こういうことは

成り立たないんだよ。 

 親子世代が一緒に住めば、文化もつながる

し、教育もなせる。介護もできるんだ。その

３拍子が死んでしまった環境をつくってしま

ったということが大きな問題なんだ。だか

ら、そこを改めてやればいいんだよ。その改

めてやるような環境をつくればいいんだよ。

それは、国と県と町村が一体にならぬと、こ

ういうのはできないよ。ただ理想的に掲げた

ってだめなんだよ。やるべきものをまずやら

なきゃならぬ。そういうことだ。 

 

○白石農林水産政策課長 山本委員おっしゃ

いますように、やはりこれまでの施策なり、

縦割りの施策、それから過去の状況というの

を十分検証して、反省しながらこの計画をつ

くってございますし、今後も、農林水産部で

も、親元就農を推進したり、親子３代で住め

るような、これは土木のほうになりますけれ

ども、家の建築への助成とか、そういったも

のも含めてしっかり、今までの施策を反省し

ながら進めてまいりたいというふうに思って

おります。 

 

○山本秀久委員 だから、まず手始めからや

ればいいわけだ。なぜかというと、それには

厚生省、文部省、それに自治省、そういうと

ころがこれに目覚めなきゃだめなんだ。だか

ら、ただ理屈ばかりやっとったってしようが

ないんだ。やれるものから――１次産業で生

活できるような環境を整備しないということ

は、若者が育つはずがないんだよ。１次産業

が国の基幹産業だ。その基幹産業が重きをな

さないで、何で若者が育つ。その地域性が発

展するか。こういう理想的なことばっかり言

っとったって、だから、何かというと、１次

産業が成り立つような政策を用いる。早くし

なきゃだめなんだ。そういうことを言ってい

るわけだ。 

 以上たい。もう答えは要らぬよ。 
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○浦田祐三子委員長 よろしいですか。 

 

○山本秀久委員 わかればそれでいい。 

 

○白石農林水産政策課長 まさに、我々農林

水産部としましても、今回の地方創生は、熊

本県の基幹産業であります農林水産業の再

生、振興が大きな柱だというふうに思ってお

りますし、逆に、農林水産業の発展、振興な

くしては地方創生ができないというふうに思

っておりますので、今委員のおっしゃったよ

うなことを踏まえて、しっかり取り組んでま

いりたいと思います。 

 

○山本秀久委員 答弁したからもう一回言

う。 

 10年前にこの問題を言ったんだ、俺は。10

年前にこのことは発言しとるはずだ。それさ

え実行してないんじゃないか。それが国が取

り上げたから動き出したような状態だ。なぜ

これまで取り上げぬか。そしこたい。 

 

○山口裕副委員長 ちょっと関連して発言さ

せていただきますけれども、昨日ですか、朝

からちょっと熊本の経済の状況について勉強

する機会がありまして、そういった資料の中

に、実は、熊本の暮らしやすさという側面か

ら、熊本は農産品が安いという評価が出てい

たんですよね。実はすごくリーズナブルに農

産品が買えるというのを、情報として聞くこ

とができました。 

 ふと振り返って考えてみると、今回、台風

被害でもそうでありますし、そしてまた、そ

こにある課題とかも考えてみますと、やはり

コストをどう賄っていくのかということも、

やっぱり農業を継続的に営む上で、すごく重

要な要素ではないかというふうに思います。 

 そういった観点から、もう一度その農産品

の価格について、もう一回、何というんです

か、研究をしてみるということも進めていた

だければというふうに思います。 

 以上です。 

 

○浦田祐三子委員長 今お話がありました山

本委員、そして山口副委員長からもありまし

たけれども、やっぱり一番大事なところだと

思いますので、ぜひ今後スピード感を持って

実行に向けて取り組んでいただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 ほかに質問はありませんか。 

 

○磯田毅委員 ちょこっと純粋な質問ですけ

れども、この人口予想の中で、実は私の周り

には外国人がたくさんおって、１％ぐらい多

分八代にはおると思いますけれども、この全

体の中には外国人は何か入っていますか。 

 

○白石農林水産政策課長 国勢調査の数字で

ございますので、外国人も入っていると思い

ます。 

 

○磯田毅委員 わかりました。 

 

○浦田祐三子委員長 じゃあ、よろしいです

か。質疑はございませんか。 

  (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 なければ、これで質疑

を終了いたします。 

 最後に、その他に入りますが、委員の先生

方から何かございませんか。 

  (「ありません」と呼ぶ者あり) 

○浦田祐三子委員長 なければ、以上で本日

の議題は全て終了いたしました。 

 最後に、要望書が４件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付いたし

ております。 

 それでは、これをもちまして第３回農林水

産常任委員会を閉会いたします。お疲れさま

でございました。 
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  午前11時52分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  農林水産常任委員会委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


